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議 事 日 程（１２月定例会） 

 

日程第１ １１月定例会会議録承認について  

日程第２ 議案第33号 高松市図書館条例施行規則の一部改正について  

日程第３ 報告事項   

 １ 平成２５年第６回高松市議会定例会について  

 ２ 新高松市子ども読書活動推進計画（改訂版）の策定について  

日程第４ 議案第34号 高松市文化財の指定について（諮問）  



 

【平成２５年１２月２６日（木） 議 事 内 容】 

 

午前９時３０分 開会 

 

委員長が，会議録の署名委員に藤本委員を指名。 

 

日程第１ １１月定例会会議録承認について 

 

委員長が，１１月定例会会議録承認について各委員に諮り，原案のとおり可決。 

 

 

 

日程第２ 議案第３３号 

議案第３３号 「高松市図書館条例施行規則の一部改正について」 

 

中央図書館長から，高松市図書館条例の一部改正に伴い，関係規則を改正することに

ついて説明。 

 

＜質疑＞ 

（発言する者なし） 

 

委員長が，各委員に諮り，原案のとおり可決。 

 

 

 

日程第３ 報告事項 

報告事項１ 「平成２５年第６回高松市議会定例会について」 

 

教育局長から，平成２５年第６回高松市議会定例会での教育委員会関係の質疑および



 

答弁について報告。 

 

＜質疑＞ 

○ 委  員  子供に対する教育環境の整備が過度になっているような気がします。タブ

レット端末の導入により漢字が書けなくなるのではないかなどの危惧もあり，社会

に出た時の力が乏しくなると思います。そこまで税金を使って整備しなければなら

ないのか，今一度，県や市において検討する必要があるのではないでしょうか。逆

に，市議会議員が学校現場のことをよく知らないのではないかと思ってしまいます。 

○ 教 育 長  全国学力・学習状況調査の結果では，インターネットの利用時間が少ない

子供の方が学力が良いと出ていたかと思いますので，有効的な利用について考えて

いきたいと思っています。また，市議会議員に，学校現場に来て日頃の活動を見て

もらうことは非常に有意義だと思いますので，来年以後に機会を設けられるよう検

討したいと思います。 

○ 委 員 長  電子化を進めることは，学力向上に繋がったり，理解が深まったりするの

でしょうか。文字を書くのとキーボードで入力するのでは全く違うと思います。看

護学校で講義をしていたことがありますが，教える方としても板書をする方が勉強

になりました。学校でも，電子化により教師は楽になると思いますが，理解が不十

分でも教えることができるので，子供の理解も浅くなるのではないかと思います。

昔から読み書き算盤と言いますが，書くことは大変重要だと思います。時代の流れ

で電子化を進めているのかもしれませんが，果たして本当に学力向上に繋がるのか，

随時注意していかなければならないと思います。 

○ 教 育 長  教師にも子供にも言えることですが，上手く使い分けていかなければなら

ないのだと思います。 

○ 委  員  小学校での土曜学習のことですが，現在，放課後こども教室を実施してい

て，その運営は地域の人が行っていて学校は関与していません。しかし，教師がい

るのといないのとでは子供の態度が大きく違い，教師を配置してほしいとの要望が

あります。現在実施している中学校での土曜学習の教師の勤務について，どうなっ

ているのでしょうか。 

○ 教 育 長  中学校での状況は，学生や地域の人を用いてもよいことにしてはいますが，



 

教師が指導をしています。教師が指導した方が子供との関係が円滑であることや地

域の人と子供との間に問題が発生した時に問題が解決しにくいことなどから教師が

指導した方が無難であると判断しているようです。教師の勤務としては，金銭的に

は部活動の手当てと同額にしていて，加えて教材費などを負担しています。 

ちなみに国は土曜日の活用として，４つのパターンを想定しています。それと教

職員の業務の負担が大きいと言われていて，特に香川県では業務改善をして行こう

という動きがあり，土曜日を活用することはその動きに逆行することになります。

しかし，子供や保護者は好感を持っているようですので，その兼ね合いについて，

教育委員の意見を聞きたいと思っているところです。 

○ 委 員 長  両方の因子の兼ね合いを見極めなければならないと思います。 

○ 委  員  保護者と教師の関係が良好だから肯定的な意見が出ているのだと思います。

職業として教師をしているのは勿論ですが，報酬とは違った部分での魅力で教師に

なっている人も大勢いると思いますので，そういった人を支援できる教育委員会で

なければならないと思います。 

○ 教 育 長  土曜学習を広げる，長期休業を活用する，両方する，両方しないといった

方向性を来年度には決めたいと思っていて，教育委員の意見も聞きたいと思ってい

ます。 

議員の質問では，土曜学習を小学校でも行ってはどうかということですが，そう

すると勉強の方に移行して放課後こども教室が廃れるのではないかと思い，躊躇し

ている状況です。 

○ 委  員  放課後こども教室を始めるのには大変な苦労をしたので，現場とよく話し

合う必要があると思います。 

また，経済的に塾に行けない子供が増えていて，もっと勉強したいけれどもでき

ない子供を，公立学校が受け皿となるべく，土曜日を活用していくべきだと思いま

す。全体ではなくそういった特定の子供に対する支援が，学校や教育委員会だけで

はなく自治体としてできるのではないかと思います。 

○ 教 育 長  そうすると，業務改善との兼ね合いはあるけれども，もっと勉強したいけ

れどもできない子供に対して土曜日を活用することは必要だということでしょうか。 

○ 委  員  私は必要だと思います。 



 

○ 委  員  そもそも，校長にやる気があっても，それについてこない教師が一人でも

いると良くありません。社会性がない教師が増えています。 

○ 教 育 長  教師の指導力を上げないといけません。 

○ 委  員  教師にも意識の差があり，それが指導力の差にも繋がっていると思います。

単なる職業としてしか捉えていない教師だと，子供の勉強に対する意欲も上がらな

いと思うので，教師の意識改革が必要だと思います。 

○ 教 育 長  土曜日の活用についてはいかがですか。 

○ 委  員  昔は個々の子供の状況を的確に把握して，個別に課題を与えるような教師

がいましたが，今は，学力が低い子に対する手立てを講じず，学習意欲にも気づか

ない担任の教師もいるのではないかと思います。そういう意味では土曜日で学習の

機会を設けるのは良いと思います。ただ，教師の勤務の面等，課題もありますので

一概には言えない，難しい問題だと思います。 

○ 委  員  学校からの施設整備に係る予算の要望は全て聞いているのでしょうか。 

○ 総務課長  簡易な応急修繕については，各校ごとに予算措置をしていますが，全て賄

えてはいません。少し増やしたこともありますが足りない学校もあります。事務局

の予算を使うこともあり，弾力的に対応はしていますが，充分ではないかも知れま

せん。 

 

 

 

報告事項２ 「新高松市子ども読書活動推進計画（改訂版）の策定について」 

 

中央図書館長から，新高松市子ども読書活動推進計画の計画期間が平成２５年度まで

となっていることから，現行計画を改訂する形で次期計画を策定することを報告。 

 

＜質疑＞ 

○ 教 育 長  一斉読書活動を実施している学校で，中学校においては減少傾向となって

いますが，アンケートではどのような聞き方をしたのでしょうか。 

○ 中央図書館長  全国学力・学習状況調査における質問紙調査の結果，または国の学校



 

図書館の現状に関する調査の結果の数値を掲載していて，全国学力・学習状況調査

では一斉読書の時間を設けたかどうか，学校図書館の現状に関する調査では一斉読

書の時間を全学年で設けたかを聞いています。少し聞き方が違い，年度によって捉

え方が異なっている現状です。 

○ 教 育 長  そこはもう一度，表現の仕方を検討してほしいと思います。また，マイス

タディを朝にしている学校もあり，朝礼もありますので，読書だけでは偏りがでて

くる状況でもあります。 

○ 委  員  中学生で一斉に読書をする必要があるかどうかも疑問です。 

○ 教 育 長  授業の前に読書をすると精神的に落ち着くという効果もあります。 

○ 委  員  マイスタディは朝にしている方が多い印象があります。 

○ 教 育 長  夏休みにしていた学校もありましたが，教育委員会としては週一回は実施

してほしいと頼みました。 

○ 委  員  朝は，読書かマイスタディか朝礼なのでしょうか。 

○ 教 育 長  それが多いと思います。 

○ 委  員  その配分は各学校の裁量ということですか。 

○ 教 育 長  そうです。また中学３年生になるとセミナーを行うこともあります。 

 

 

 

委員長が，日程第４ 議案第３４号について，地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第１３条第６項の規定により，会議は公開しないことを各委員に諮り，非公開とすることに

決する。 

 

日程第４ 議案第３４号 

議案第３４号 「高松市文化財の指定について（諮問）」 

 

＜非公開審議，内容不記載＞ 

 

 



 

午前１１時０４分 閉会 

 

 

議決事項 

「高松市図書館条例施行規則の一部改正について」 

「高松市文化財の指定について（諮問）」 


